




2026 年法科 C 日程入試 刑法 出題趣旨 

 

１．正当防衛の成否 

X は A の腹部を５回包丁で突き刺して傷害を負わせているが、X が A による再度の攻撃

予期していたことから、急迫性が否定されるのではないかということが問題となる。 

最高裁昭和 46 年 11 月 16 日判決によると、侵害を予期していたからといって直ちに急迫

性が否定されるわけではないと判断されているが、本問の事実関係では急迫性の有無につ

いて問題となった最高裁平成 29 年 4 月 26 日決定の趣旨に沿って論点抽出と事実の評価を

する必要がある。 

 

２．A の死亡結果について 

 X は A に出血多量の傷害を負わせた後、A が死亡したものと誤信して Y とともに A を車

に乗せ、Y が後に殺意をもって A を人気のない山中に遺棄したので、不作為の殺人既遂罪

の成否を検討する必要がある。一方、X は途中の車内で眠ったため、Y の行為を認識してお

らず、A が途中まで生きていたことにも気づかなかったが、A の死亡結果につき X も共犯

責任を負うのかということが問題となる。この点につき、Y の行為に対して X・Y の当初の

共謀の射程が及んでいるか否かを問題文の事実を用いて評価する必要がある。 



2025 年度 C 日程出題趣旨 

本問では、集会の自由と政教分離との緊張関係、ひいては集会の自由の「制限」、政教分

離の意味などが問われている。 

公民館は社会教育法（以下「法」とする）上の施設であり、この点で市民会館とは異なる。

もっとも、公民館は市民会館と同様、地方自治法 244条 1項の「公の施設」である。それゆ

え、泉佐野市民会館事件判決（最判平成 7・3・7民集 49巻 3号 687頁）をふまえ、「管理

者が正当な理由なくその利用を拒否するときは、憲法の保障する集会の自由の不当な制限

につながるおそれが生ずることになる」ため、拒否事由を定めた条項を解釈適用するに当た

っては、「憲法の保障する集会の自由を実質的に否定することにならないかどうかを検討す

べきである」。(なお、宗教的活動の自由との関係でも問題になり得るが、使用拒否を宗教

的活動の自由の「制限」と構成するための憲法論が必要になる)。 

 他方で、不許可処分の根拠とされた法 23条 2項は、政教分離の観点から規定されたもの

と解される。もっとも、政教分離について、宗教的中立性の意味を公平性に求める学説や、

完全分離を否定する判例からすれば、宗教団体に対する使用許可が直ちに同項に抵触する

わけではなく、既述の集会の自由に関する判例をふまえ、法 23条 2項を限定的に解釈する

必要がある。 

本問の事案は東京地裁判決（東京地判令和元・8・21 判タ 1478 号 210 頁）を素材にして

いる。同判決は、本問記載の具体的な諸事実を指摘して、本集会は宗教法人 A（原告）の会

員のみを対象とした「閉じられた集会」であって、「不特定多数の者に対して広く原告の宗

教的布教活動を行おうとするものではないし、また、特に大規模の集会というわけでも、そ

の使用形態において宗教法人ではない他の団体が主催するビデオ放映会と特段の違いがあ

るわけでもない」ことなどから、使用を許可したとしても、原告の宗教活動の支持・支援に

なるおそれはなく、法 23条 2項に抵触しないため、被告は使用を拒んではならない義務を

負っていたというべきであるとして、不許可処分について国家賠償請求を認めた。本問でも、

具体的な諸事実を憲法の観点から分析することが求められている。 

 







法科大学院2025年度入学者試験  刑事訴訟法：出題趣旨および採点基準 

 

◎ Ｃ日程 ： 出題趣旨および採点基準   

 本問で要求されるのは、身体を拘束された被疑者の取調べについて議論されている捜査法の解釈

の問題を論述することと、取調べの際に獲得された自白にかかる証拠法上の問題として法の解釈・

適用が問われる架空の事例について、争点となりえる法律上の問題を抽出したうえで、その問題の

解決に必要な範囲での法の解釈と、解決のために要する法の適用にとって重要な事実の抽出および

意味づけを経たすえの規範のあてはめを論述することである。 

 設問１のテーマは、逮捕・勾留されている被疑者を対象とした取調べ受忍義務の有無であって、

刑訴法198条1項などの解釈に関する知識・理解を問うものである。取調べ受忍義務を肯定する見

解とこれを否定する見解のそれぞれにおいて展開されている法の解釈が（おもに学説を提示・参照

して）示されなければならない。なお、いずれの見解が妥当であるのかという点を問うものではな

い。 

 設問２の主たるテーマは、Ｘの供述を記載した本件調書の証拠能力にある。本件調書に記載され

ているＸの供述が自白であって、これがいわゆる約束自白と呼ばれる類型の自白にあたるというこ

とを明らかにしたうえで、自白法則からどのように評価すべきなのかという点に検討を加えるのと

ともに、必要であれば違法収集証拠排除法則の観点からも検討しなければならない。また、これら

に関連する範囲で、検討を要する事項についての法の解釈（刑訴法 319条 1 項・憲法 38条 2 項な

ど）とあてはめの手法（約束自白に対する判断にあたっての視点や着目しなければならない事情な

ど）が判例（最(二小)昭和 41 年 7 月 1 日判決など）や学説に即して論じられるべきであろう。な

お、かりに上記の検討から証拠能力の否定という結論にいたらないのであれば、本件調書に対する

伝聞法則の適用についての論述も必須となる。 

重要な点については、採点にあたって、関連する条文を適示したうえで実質的な解釈も適切に展

開できているのか否かが重視されている。なお、統一・一貫した姿勢で問題の解決にあたっている

のかどうかは、採点におけるポイントの１つとなっている。 

 


